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宣
命
の
漢
文
助
字

卜
助
詞
相
当
の
助
字
に

つ

い

て-

一
､
は
じ
め
に

宣
命
は
主
と
し
て
､
日
本
語
の
語
順
に
従
い
､
自
立
語
を
大
書
し
付
属

語
や
用
言
の
活
用
語
尾
を
万
葉
仮
名
で
小
書
き
す
る
､
い
わ
ゆ
る
宣
命
小

書
体
で
記
さ
れ
て
い
る
｡
従
っ
て
､
助
詞
の
類
は
万
葉
仮
名
で
小
書
き
さ

れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
実
際
に
｢
五
国
史
｣

(
注
こ
に
収

め
ら
れ
た
宣
命
の
助
詞
を
見
て
み
る
と
､
漢
文
助
字
を
用
い
る
例
や
万
葉

仮
名
も
漢
文
助
字
も
用
い
ず
助
詞
を
読
み
添
え
る
例
が
あ
り
､
必
ず
し
も

全
て
の
助
詞
が
万
葉
仮
名
で
小
書
き
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

筆
者
は
こ
れ
.
ぎ
で
助
詞
の
読
添
え
に
興
味
を
持
ち
､
同
じ
奈
良
時
代
の

資
料
で
あ
る
万
葉
集
で
の
読
添
え
と
比
較
し
な
が
ら
､
｢
五
国
史
｣
宣
命

の
助
詞
表
示
の
あ
り
方
を
考
察
し
て
き
た
(
注
二
)
｡
し
か
し
､
万
葉
仮

名
表
記
･
読
添
え
と
並
ぶ
､
も
う
一
つ
の
助
詞
表
示
の
手
段
で
あ
る
漢
文

助
字
表
記
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
そ
の
一
部
を
指
摘
す
る
の
み
に
と
ど

ま
り
､
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡

従
っ
て
､
小
塙
で
は
日
本
語
の
助
詞
に
相
当
す
る
漢
文
助
字
を
取
り
上

げ
､
｢
五
国
史
｣
宣
命
で
の
使
用
の
奏
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
｡

池
田
幸
恵

二
､
こ
れ
ま
で
の
研
究

宣
命
の
漢
文
助
字
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
少
な

く
､
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
､
白
藤
穫
幸
氏
と
峰
岸
明
氏
の
論
考
で
､
一

部
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
(
注
三
)
｡

白
藤
氏
は
､
宣
命
の
助
詞
の
明
示
さ
れ
る
割
合
を
､
倉
野
憲
司
氏
編
『
続

日
本
紀
宣
命
』
(
岩
波
文
庫
)
に
つ
い
て
調
査
し
､
助
詞
の
約
七
〇
パ
ー

セ
ン
ト
が
小
暑
き
の
万
葉
仮
名
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
｡
そ
し
て
､
そ
の
中
で
､
｢
さ
ら
に
漢
文
の
助
辞
で
は
あ
る

が
､
｢
之
｣

｢者｣

｢
而
｣
｢
典
｣
｢
耳
｣
｢
乍
｣
｢
錐
｣
｢
自
｣
｢
従
｣

｢
於
｣
の
諸
字
が
国
語
の
助
詞
と
か
な
り
対
応
し
て
い
る
の
で
､
こ
れ
ら

を
も
含
め
る
と
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｣
と
､

続
日
本
紀
宣
命
(
続
紀
宣
命
と
略
称
)
で
は
､
助
詞
を
表
示
す
る
優
に
漢

文
助
字
を
用
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
も
言
及
さ
れ
た
｡

ま
た
､
峰
岸
氏
は
舌
代
語
の
(
倒
置
記
法
)
と
い
う
観
点
か
ら
､
官
高

や
東
大
寺
諷
論
文
稿
･
打
聞
集
な
ど
を
取
り
上
げ
､
動
詞
･
形
容
詞
の
倒

置
を
初
め
と
す
る
様
々
な
語
の
倒
置
の
果
た
す
役
割
を
考
察
さ
れ
た
｡



そ
の
中
で
､
宣
命
の
助
詞
乃
至
助
詞
相
当
語
の
倒
置
記
法
の
例
と
し
て

は
､
｢
与
･
於
･
以
･
従
･
自
･
依
･
由
･
因
･
錐
｣
の
九
字
を
指
摘
し
､

宣
命
に
お
け
る
倒
置
記
法
ほ
､
文
意
理
解
を
的
確
に
且
つ
容
易
に
行
う
た

め
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
｡
つ
ま
り
､
宣
命
小
事

体
の
場
合
｢
因
玄
天
天
地
平
｣
の
よ
う
に
､
万
葉
仮
名
(
真
仮
名
表
記
)

の

｢
天
｣
と
漢
字
(
正
字
表
記
)
の
｢
天
｣
が
続
け
て
用
い
ら
れ
､
文
意

理
解
が
困
難
に
な
る
場
合
が
あ
る
｡
そ
れ
を
防
ぐ
役
割
を
担
っ
て
い
る
と

い
う
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
こ
れ
ら
二
つ
の
論
考
は
､
続
紀
宣
命
に
お
け
る
漢
文
助
字
の

使
用
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
の
､
『
日
本
後
紀
』
以
下
の
｢
四

国
史
｣
宣
命
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
､
ま
た
取
り
上
げ
ら
れ
た

助
字
も
全
て
で
は
な
い
｡

従
っ
て
､
小
塙
で
は
､
二
つ
の
論
考
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
漢
文
助
字

｢
之
･
者
･
而
･
与
･
耳
･
乍
･
錐
･
自
･
従
･
於
｣
に
｢
耶
･
干
･
莫
｣

を
加
え
た
〓
ニ
種
の
助
字
を
考
察
対
象
と
し
､
｢
王
国
史
｣
宣
命
全
体
で

の
助
字
使
用
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
｡

漢
文
助
字
の
中
に
は
､
中
国
で
の
用
法
に
従
っ
て
用
い
ら
れ
､
日
本
語

の
語
順
か
ら
見
る
と
反
転
表
記
(
峰
岸
氏
の
倒
置
記
法
)
さ
れ
て
い
る
も

の
も
存
す
る
｡
そ
の
た
め
､
漢
文
助
字
を
反
転
表
記
さ
れ
て
い
る
か
否
か
､

と
い
う
観
点
か
ら
A
～
C
の
三
つ
に
分
類
し
､
万
葉
仮
名
表
記
例
と
の
使

い
分
け
の
有
無
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
｡

ま
た
､
続
紀
宣
命
の
中
で
､
淳
仁
･
称
徳
期
の
宣
命
は
､
他
の
時
期
の

宣
命
と
は
異
な
る
万
葉
仮
名
の
使
用
や
仏
典
に
基
づ
く
語
彙
の
使
用
な

ど
､
特
殊
な
性
格
を
持
つ
こ
と
が
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
(
注
四
)
｡

そ
の
た
め
､
小
塙
で
も
続
紀
宣
命
を
次
の
①
～
③
の
三
つ
の
区
分
に
分
け

､
て
考
察
す
る
(
注
五
)
｡

①
第
一
詔
～
第
二
六
詔

②
第
二
七
詔
～
第
四
七
詔
(
淳
仁
･
称
徳
期
)

③
第
四
八
詔
～
第
六
l
妄
叩

三
､
続
紀
宣
命
の
漢
文
助
字

続
紀
宣
命
に
は
【
付
表
】
に
挙
げ
る
よ
う
に
､
日
本
語
の
助
詞
に
相
当

す
る
助
字
が
一
三
種
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

A
､
基
本
的
に
反
転
表
記
さ
れ
て
い
る
助
字
-
自
･
従
･
与
･
錐
･
於
･

干
･
莫

【
自
】
【
従
】

自
連
天
皇
御
世
内
乃
兵
止
為
而
仕
奉
来
(
第
一
七
詔
)

別
今
往
前
者
以
明
直
心
仕
奉
朝
廷
止
詔
(
第
二
〇
詔
)

於
母
白
峰
人
乃
自
門
鼓
慈
賜
比
上
場
来
流
家
槻(
第
二
五
寧

又
勅
久
従
今
往
前
亡
小
過
毛
在
人
亡
所
率
莞
所
闘
技
(
第
三
五
詔
)

｢
ゆ
り
｣
な
い
し
｢
よ
り
｣
に
当
た
る
(
堅
ハ
)
漢
文
助
字
に
は
､
｢
自
｣

字
の
例
が
九
例
､
｢
従
｣
字
の
例
が
一
例
存
す
る
｡
｢
自
｣
字
の
例
は
､

｢
自
遠
天
皇
御
世
｣
｢
自
今
｣
な
ど
時
間
の
起
点
を
示
す
例
が
七
例
､
｢
自

門
｣
な
ど
暴
所
の
起
点
を
示
す
例
が
二
例
と
な
っ
て
い
る
｡
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皇
朕
高
御
座
ホ
坐
初
軸
今
年
ホ
至
帥

(第七寧

新
伎
政
者
不
有
本
舶
行
来
蓮
事
t
(
第
七
軍

是
以
天
今
糾
後
方
仕
奉
根
相
耕
飯
亡
進
用
賜
大
(
第
l
一
八
撃

伊
緑
園
専
制
白
樺
鹿
乎
献
奉
天
在
札
方
(
第
四
六
詔
)

然
此
乏
賜
位
冠
方
常
桝
判
異
亡
在
(
第
三
二
軍

一
方
の
万
葉
仮
名
表
記
例
は
､
｢
ゆ
り
｣
が
二
例
､
｢
よ
り
｣
が
〓
一

例
存
す
る
.
｡
｢
よ
り
｣
の
万
葉
仮
名
表
記
例
に
は
､
｢
今
よ
り
｣

｢伊強

国
よ
り
｣
な
ど
時
間
･
場
所
の
起
点
を
示
す
例
の
他
､
｢
常
よ
り
｣
な
ど

比
較
の
基
準
を
示
す
例
も
あ
り
､
用
法
は
漢
文
助
字
よ
り
広
い
｡

な
お
､
｢
ゆ
り
｣
は
｢
よ
り
｣
に
比
べ
用
例
数
が
少
な
く
､
第
七
常
に

用
い
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
､
助
字
の
｢
自
｣

｢
従
｣
は
｢
よ
り
｣
を
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
｡

【
与
】与
天
地
共
長
与
日
月
共
遠
不
改
常
典
(
第
三
詔
)

此
乃
舞
平
始
賜
比
造
賜
枇
伎
聞
食
旦
与
天
地
共
ホ
絶
事
無
久
(
第
九
軍

*
天
地
与
l
共
ホ
長
久
遠
久
仕
奉
謎
冠
位
上
場
比
治
賜
布
(
第
〓
撃

｢
と
｣

の

｢
与
｣
字
五
例
は
､
全
て
｢
与
天
地
共
｣

｢
与
日
月
共
｣
と

い
う
表
現
で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
*
を
付
し
た
例
は
､
一
例
の
み

で
あ
る
が
､
本
来
す
る
は
ず
の
反
転
表
記
が
な
さ
れ
て
い
な
い
例
で
あ
る
｡

一
方
の
万
葉
仮
名
表
記
例
は
五
八
〇
例
に
上
り
､
用
例
数
で
は
圧
倒
的

に
多
い
｡
し
か
し
､
漢
文
助
字
の
用
い
ら
れ
て
い
た
｢
～
と
共
に
｣
と
い

う
表
現
に
限
る
と
､
万
葉
仮
名
表
記
例
は
次
の
三
例
が
存
す
る
の
み
で
あ

り
､
｢
与
天
地
共
｣
な
ど
の
表
現
で
は
漢
文
助
字
が
専
用
さ
れ
て
い
る
｡

体
方
灰
止
共
ホ
地
亡
埋
判
奴
札
止
名
妓
畑
止
共
ホ
天
水
昇
(
第
四
五
詔
)

諸
臣
等
止
共
亡
異
奇
久
貰
自
任
形
乎
雪
見
喜
洗
(
第
四
六
軍

【
錐
】如
比
錐
在
慈
賜
止
為
而
一
等
軽
腸
而
姓
名
易
而
(
第
一
九
詔
)

故
是
以
御
命
坐
勅
久
朕
者
拙
劣
軽
在
親
王
等
平
始
而
(
第
一
四
詔
)

故
是
以
大
命
坐
勅
久
朕
錐
拙
弱
親
王
始
而
(
第
四
八
詔
)

｢
ど
も
｣
に
は
｢
錐
｣
字
の
例
が
五
例
存
す
る
｡
そ
の
中
四
例
が
｢
朕

錐
拙
弱
｣
な
ど
即
位
宣
命
で
の
謙
遜
の
表
現
の
例
で
あ
る
｡

仏
乃
御
袈
裟
平
服
実
在
現
国
家
乃
改
乎
不
行
詰
不
待
(
第
二
八
詔
)

官
位
平
昇
賜
治
賜
蓼
可
久
方
鯛
机
仲
麻
呂
毛
和
気
毛
(
第
三
四
詔
)

天
高
根
聴
卑
物
思
和
天
皇
我
御
命
乎
衆
聞
食
止
宣
(
第
五
九
詔
)

一
方
の
万
葉
仮
名
表
記
例
は
二
四
例
存
す
る
｡
用
例
数
で
は
万
葉
仮
名

表
記
例
の
方
が
多
い
も
の
の
､
先
に
見
た
即
位
宣
命
の
｢
朕
錐
拙
劣
｣
と

い
う
表
現
の
場
合
に
は
､
漢
文
助
字
が
専
用
さ
れ
て
お
り
､
万
葉
仮
名
表

記
例
は
な
い
｡

ま
た
､
仮
定
条
件
を
表
す
｢
と
も
｣
に
は
｢
錐
｣
字
の
例
は
な
く
､
万

葉
仮
名
表
記
例
の
み
が
五
例
存
す
る
｡

額
ホ
方
箭
波
立
止
毛
背
笈
箭
方
不
立
止
云
⊥
第
四
五
詔
)

【
於
】
【
干
】

賀
久
詔
者
捷
長
文
困
此
宮
坐
丘
現
神
大
八
洲
国
所
知
(
第
七
詔
)

喜
子
為
三
島
太
子
止
定
丘
先
奉
昇
於
君
位
畢
丘
(
第
二
五
詔
)

*
又
於
天
下
政
置
而
独
知
柄
物
不
有
(
第
七
詔
)

末
位
大
舎
人
等
至
刊
諸
司
仕
丁
棚
三
大
御
事
物
賜
夫
(
第
二
二
詔
)
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表
施
其
門
至
刊
終
身
田
租
免
給
(
第
四
二
雷
)

｢
に
｣
の
漢
文
助
字
｢
於
｣
｢
干
｣
は
右
に
挙
げ
た
五
例
が
全
て
で
あ

る
｡
*
を
付
し
た
例
は
｢
天
下
政
に
お
い
て
は
｣
と
い
う
表
現
で
あ
り
､

本
来
｢
於
｣
字
の
み
で
｢
～
に
お
い
て
｣
の
意
味
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
､

｢
天
下
政
｣
の
下
に
｢
置
｣
と
い
う
漢
字
が
存
す
る
｡
日
本
語
の
助
詞
｢
に
｣

に
｢
於
｣
辛
が
相
当
す
る
と
い
う
意
識
が
強
い
た
め
に
､
こ
の
よ
う
な
表

記
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

ま
た
｢
干
｣
字
の
例
は
二
例
ど
も
､
漢
文
的
要
素
の
強
い
宣
命
後
半
の

授
位
の
記
事
で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

｢
に
｣
の
万
葉
仮
名
表
記
例
は
五
四
四
例
に
上
り
､
漢
文
助
字
の
用
い

ら
れ
て
い
た
｢
～
に
坐
す
｣
｢
～
に
至
る
｣
と
い
う
表
現
に
限
っ
て
も
多

く
の
万
葉
仮
名
表
記
例
が
存
す
る
｡

高
御
座
ホ
坐
而
此
食
国
天
下
平
撫
賜
比
(
第
三
詔
)

国
々
宰
等
ホ
至
相
星
国
法
乎
過
犯
事
無
久
(
第
〓
彗

天
皇
御
世
平
始
天
中
今
ホ
至
棚
≡
(
第
〓
ニ
軍

【
莫
】又
云
入
場
平
知
天
方
必
改
与
能
平
待
天
方
莫
-
忘
止
伊
布
(
第
四
五
軍

終
助
詞
｢
な
｣
に
｢
莫
｣
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
一
例
の
み

で
あ
る
(
注
七
)
｡

一
方
の
万
葉
仮
名
表
記
例
は
五
例
存
す
る
｡

我
児
我
王
過
天
罪
無
有
者
捨
緋
g
蒜
相
負
賜
(
第
七
詔
)

此
辞
忘
給
象
弄
給
讐
最
大
命
乎
(
第
〓
ニ
詔
)

B
､
反
転
表
記
さ
れ
て
い
な
い
助
字
-
而
･
者
･
之
･
耶
･
耳

次
の
B
は
反
転
表
記
さ
れ
て
い
な
い
助
字
の
例
で
あ
る
｡

【
而
】故
如
此
之
状
平
聞
食
悟
而
(
第
一
詔
)

建
内
宿
祢
命
乃
仕
奉
和
事
止
同
事
畑
斬
而
l
治
賜
慈
賜
利
I
(
第
二
詔
)

然
後
廃
帝
四
王
之
中
本
簡
耐
為
君
鵬
謀
耐
(
第
l
九
撃

早
良
親
王
立
耐
皇
太
子
止
定
賜
布
(
第
六
〇
撃

ま
ず
｢
て
｣
の
｢
而
｣
字
は
続
紀
宣
命
全
体
で
〓
t
≡
例
に
上
り
､
A

の
反
転
表
記
さ
れ
て
い
る
助
詞
に
比
べ
か
な
り
用
例
数
が
多
い
｡
ま
た
用

例
も
｢
信
て
｣
｢
勅
て
｣
｢
立
て
て
｣
な
ど
､
万
葉
仮
名
表
記
例
と
共
通

す
る
も
の
も
多
く
､
ほ
ぼ
｢
て
｣
の
万
葉
仮
名
と
同
様
に
用
い
ら
れ
て
い

る
｡
両
者
の
違
い
は
､
②
区
分
で
は
漢
文
助
字
の
例
が
見
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
｡

女
子
乃
継
抽
在
餌
欲
令
嗣
止
宣
五
此
政
行
給
畷
(
第
二
七
詔
)

衆
諸
如
此
乃
状
借
主
清
直
心
癖
毛
此
王
手
輔
導
天
(
第
五
九
詔
)

加
久
為
ユ
今
帝
上
立
王
須
麻
比
久
流
間
ホ
(
第
二
七
詔
)

ま
た
｢
而
｣
字
の
例
の
中
に
は
､
一
例
の
み
で
は
あ
る
が
､
接
続
助
詞

｢
ど
も
し
の
例
も
存
す
る
｡
一

然
不
全
謀
庭
亦
不
被
告
両
線
道
祖
王
者
応
配
達
流
罪
(
第
二
〇
詔
)

【
者
】汝
藤
原
朝
臣
乃
仕
奉
状
者
今
相
乗
不
在
(
第
二
詔
)

此
乃
天
王
日
嗣
之
位
音
大
命
ホ
坐
せ
大
坐
坐
蘇
治
可
賜
(
第
三
詔
)

今
年
六
月
十
五
日
諾
和
命
者
受
賜
止
白
掃
賀
(
第
三
詔
)
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此
之
仰
賜
比
授
賜
夫
食
国
天
下
之
政
者
(
第
二
四
詔
)

｢
は
｣
の
｢
者
｣
字
に
は
｢
位
は
｣

｢
政
は
｣
な
ど
万
葉
仮
名
表
記
例

と
共
通
す
る
例
も
あ
り
､
｢
而
｣
字
と
同
様
に
②
区
分
に
用
例
が
見
ら
れ

難
い
他
は
､
万
葉
仮
名
と
ほ
ぼ
同
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
｡

大
命
坐
詔
久
美
麻
志
大
臣
乃
仕
奉
来
状
ま
不
今
耳
(
第
五
二
詔
)

･
此
位
方
天
地
乃
置
賜
用
授
賜
帝
位
亡
在
(
第
三
三
詔
)

天
下
乃
政
糞
行
拾
物
ホ
伊
麻
世
波
(
第
四
四
詔
)

ま
た
､
｢
者
｣
字
の
例
の
中
に
は
､
接
続
助
詞
｢
ば
｣
の
例
が
〓
例

存
す
る
｡
そ
の
中
､
仮
定
条
件
を
示
す
例
が
五
例
､
確
定
条
件
を
示
す
例

が
六
例
で
あ
り
､
｢
者
｣
字
は
仮
定
条
件
と
確
定
条
件
の
い
ず
れ
に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
｡

被
賜
仕
奉
者
拙
久
劣
而
無
所
知
(
第
五
詔
)

今
皇
朕
御
世
ホ
当
而
坐
青
天
地
之
心
辛
労
弥
(
第
四
詔
)

【
之
】天
皇
御
子
之
阿
礼
坐
ヰ
弥
継
経
本
(
第
一
詔
)

故
如
此
之
状
平
間
食
悟
而
(
第
一
詔
)

此
食
国
天
下
之
l
業
平
日
並
所
知
皇
太
子
之
嫡
子
(
第
三
詔
)

右
大
臣
之
位
授
賜
止
勅
布
天
皇
我
御
命
平
諸
聞
食
止
宣
(
第
四
一
詔
)

｢
の
｣
の
｢
之
｣
字
は
｢
而
｣

｢
者
｣
に
次
い
で
多
く
用
い
ら
れ
､
②

区
分
で
用
い
ら
れ
難
い
こ
と
も
丙
助
字
と
共
通
し
て
い
る
｡

格
助
詞
｢
の
｣
は
主
格
で
も
連
体
格
で
も
用
い
ら
れ
る
が
､
漢
文
助
字

の
場
合
は
連
体
格
の
例
が
圧
倒
的
に
多
く
､
主
格
の
例
は
用
例
に
挙
げ
た

第
一
詔
の
例
を
含
め
､
わ
ず
か
五
例
に
過
ぎ
な
い
｡

四
方
食
国
天
下
乃
政
平
弥
高
弥
広
ホ
(
第
五
詔
)

又
天
日
嗣
高
御
座
乃
業
止
坐
事
波
(
第
〓
ニ
詔
)

本
乃
大
臣
乃
位
亡
仕
奉
配
賦
事
(
第
二
八
詔
)

用
例
数
で
は
万
葉
仮
名
表
記
例
の
方
が
三
六
二
例
と
圧
倒
的
に
多
い
｡

ま
た
次
の
例
は
万
葉
仮
名
表
記
例
と
比
較
す
る
と
､
格
助
詞
｢
が
｣
の

例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
｢
之
｣
辛
が
｢
が
｣
を
表
し
て
い
る
の
は
､

続
紀
宣
命
で
は
こ
の
連
体
格
の
一
例
の
み
で
あ
る
｡

大
瑞
妓
聖
皇
之
御
世
ホ
至
徳
ホ
感
天
(
第
四
二
詔
)

大
津
宮
亡
天
下
所
知
行
之
天
皇
_
御
世
ホ
(
第
四
〇
詔
)

【
耶
】間
来
政
乎
者
加
久
耶
答
賜
加
久
耶
答
賜
止
白
賜
官
ホ
刑
治
賜
止
白
賜
倍

婆
(
第
六
詔
)

干
都
斯
久
母
皇
朕
政
乃
所
致
物
ホ
在
米
刑
(
第
六
琶

｢
や
｣
の
｢
耶
｣
字
は
四
例
存
す
㌃
が
､
そ
の
四
例
全
て
が
第
六
詔
で

用
い
ら
れ
て
い
る
｡

男
純
父
名
負
王
女
疲
伊
婆
軌
物
ホ
阿
礼
枚
(
第
〓
二
詔
)

可
絶
共
家
門
膿
為
鞘
此
般
罪
免
給
(
第
二
〇
詔
)

自
今
日
者
大
臣
之
奏
之
政
者
不
聞
看
枚
成
幸
(
第
五
一
詔
)

一
方
の
万
葉
仮
名
表
記
例
は
〓
ハ
例
に
上
り
､
漢
文
助
字
の
よ
う
に
用

い
ら
れ
る
宣
命
に
偏
り
は
な
く
､
①
区
分
～
③
区
分
の
全
て
の
区
分
で
用

い
ら
れ
て
い
る
｡

【
耳
】広
厚
慈
而
奏
事
此
珂
不
在
(
第
五
〓
詔
)
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美
麻
志
大
臣
乃
仕
奉
来
状
笈
不
今
耳
(
第
五
二
雷
)

｢
の
み
｣
の
｢
耳
｣
字
の
例
は
右
の
二
例
で
あ
り
､
t
一
例
と
も
が
｢
～

の
み
に
あ
ら
ず
｣
と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

汝
藤
原
朝
臣
乃
仕
奉
状
者
今
和
束
不
在
(
第
二
雷
)

此
皇
后
位
乎
授
賜
然
毛
朕
時
和
軸
不
有
(
第
七
草

此
平
念
方
唯
己
独
乃
大
朝
庭
乃
勢
力
乎
待
天
(
第
二
八
詔
)

一
方
の
万
葉
仮
名
表
記
例
は
一
八
例
存
し
､
｢
～
の
み
に
あ
ら
ず
｣
と

い
う
文
脈
以
外
で
も
用
例
が
見
ら
れ
､
用
法
は
漢
文
助
字
よ
り
広
い
｡

こ
の
B
の
反
転
表
記
さ
れ
て
い
な
い
漢
文
助
字
の
中
に
は
｢
而
｣
｢
者
｣

｢
之
｣
な
ど
､
か
な
り
用
例
の
多
い
助
字
も
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
助
字

は
中
国
で
も
反
転
表
記
さ
れ
な
い
助
字
で
あ
り
､
日
本
語
の
語
順
に
従
い
､

.
日
本
語
の
助
詞
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
違
和
感
が
な
か
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
｡

C
､
そ
の
他
-
乍

【
乍
】

｢
乍
｣
字
は
､
続
紀
宣
命
で
は
反
転
表
記
さ
れ
な
い
助
字
で
あ
っ
た
の

が
､
｢
四
国
史
｣
宣
命
で
は
反
転
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
(
第
四
節
参

照
)
､
続
紀
宣
命
と
｢
四
国
史
｣
宣
命
で
は
用
法
が
異
な
る
た
め
､
｢
そ

の
他
｣
に
分
類
し
て
い
る
｡

続
紀
宣
命
で
は
｢
乍
｣
字
は
｢
つ
つ
｣
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

此
乃
食
国
天
下
之
政
平
行
賜
敷
賜
乍
供
奉
腸
閉
ホ
(
第
六
詔
)

頂
伎
恐
集
供
奉
可
夜
半
暁
時
止
休
息
事
無
久
(
第
七
詔
)

厨
真
人
厨
女
許
ホ
縞
牲
乍
-
岐
多
奈
久
悪
奴
此
奇
相
結
呈
(
第
四
三
軍

｢
乍
｣
字
の
例
は
右
の
三
例
が
全
て
で
あ
る
が
､
動
作
が
平
行
し
て
起

こ
る
さ
ま
を
表
す
こ
と
自
体
が
日
本
で
の
用
法
で
あ
り
､
ま
た
い
ず
れ
の

例
も
本
来
す
る
は
ず
の
反
転
表
記
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
､
万
葉
仮
名
の
よ

う
に
小
事
き
さ
れ
る
例
が
あ
る
な
ど
(
第
七
詔
)
､
助
字
と
し
て
の
用
法

に
は
適
っ
て
い
な
い
｡

意
中
ホ
昼
毛
夜
毛
倦
怠
此
天
久
謹
集
札
頒
仕
奉
柵
停
刊
(
第
四
一
詔
)

又
侍
諸
人
等
毛
共
見
天
佑
儀
喜
用
心
在
間
亡
(
第
四
二
詔
)

又
詔
久
如
此
時
ホ
当
用
人
々
不
好
謀
乎
懐
芝
(
第
五
九
詔
)

一
方
の
万
葉
仮
名
表
記
例
は
一
一
例
存
す
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
漢
文
助
字
が
用
い
ら
れ
る
助
詞
は
､
万
葉
仮
名
で
も
表

記
さ
れ
得
る
も
の
ば
か
り
で
あ
り
､
峰
岸
氏
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
(
注
八
)
､
仮
名
で
表
記
し
難
い
た
め
に
漢
文
助
字
が
用
い
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
ま
た
初
期
の
宣
命
で
あ
る
①
区
分
に
最
も
多
く

の
例
が
存
し
､
次
い
で
③
区
分
と
な
っ
て
お
り
､
②
区
分
の
浮
仁
･
称
徳

期
の
宣
命
で
は
ご
く
少
数
の
例
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
｡

反
転
表
記
さ
れ
ず
‥
用
例
数
も
多
い
｢
而
｣
｢
者
←
｢
之
｣
.
を
除
き
､

漢
文
助
字
は
用
例
数
が
か
な
り
少
な
く
､
特
定
の
官
有
や
特
定
の
表
現
に

偏
る
候
向
が
あ
る
｡
ま
た
､
中
に
は
｢
与
｣
字
の
よ
う
に
本
来
す
る
は
ず

の
反
転
表
記
が
な
さ
れ
て
い
な
い
例
や
､
｢
乍
｣
字
の
よ
う
に
小
書
き
さ

れ
る
例
な
ど
も
見
ら
れ
た
｡

こ
れ
ら
の
漢
文
助
字
が
､
続
紀
宣
命
よ
り
時
代
の
下
っ
た
｢
四
国
史
｣

6



宣
命
で
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
､
次
に
見
て
い
く
こ
と

と
す
る
｡

四
､
｢
四
国
史
｣
宣
命
の
漢
文
助
字

A
､
基
本
的
に
反
転
表
記
さ
れ
て
い
る
助
字
-
自
･
従
･
与
･
錐
･
於
･

千

【
自
】
【
従
】

因
玄
薬
子
看
官
位
解
丘
自
宮
中
退
賜
(
後
紀
･
第
七
〓
詔
)

自
今
以
後
如
此
久
辞
申
事
不
得
止
宣
戦
(
続
後
･
第
八
五
詔
)

自
此
之
外
掛
物
依
亦
多
(
続
後
･
第
九
二
詔
)

*
朕
窮
劣
弱
王
洪
業
ホ
不
耐
釈
止
本
別
思
畏
利
腸
蛸
暫
毛
不
息

(
後
紀
･
第
六
九
詔
)

昔
延
暦
年
中
渡
海
求
法
三
密
教
門
徒
此
敬
挿
諸
宗
之
中
功
無
臭
二

(
文
徳
･
第
一
四
一
詔
)

続
紀
宣
命
で
は
｢
ゆ
り
｣
の
万
葉
仮
名
表
記
例
も
見
ら
れ
た
(
注
九
)

が
､
｢
四
国
史
｣
宣
命
で
は
｢
よ
り
｣
の
み
で
あ
り
､
助
字
｢
自
｣

｢
従
｣

は

｢
よ
り
｣
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢
自
｣
字
は
｢
四
国
史
｣
宣
命
に
至
っ
て
も
多
用
さ
れ
る
漢
文
助
字
で

あ
り
､
用
例
に
は
｢
今
よ
り
｣

｢
去
年
よ
り
｣
と
時
間
の
起
点
を
示
す
例

が
多
い
∵
*
を
付
し
た
例
は
､
｢
自
｣
字
が
反
転
表
記
さ
れ
て
い
な
い
｢
四

国
史
｣
宣
命
唯
一
の
例
で
あ
る
｡

｢
よ
り
｣
の
漢
文
助
字
表
記
例
と
万
葉
仮
名
表
記
例
を
比
較
し
て
み
る

と
､
｢
今
よ
り
｣
｢
此
よ
り
｣
な
ど
起
点
と
な
る
暗
が
､
漢
字
一
字
な
い

し
二
字
で
表
さ
れ
る
場
合
は
漢
文
助
字
が
用
い
ら
れ
る
割
合
が
高
く
､
逆

に
｢
久
き
世
時
よ
り
｣
｢
幼
少
に
御
坐
時
よ
り
｣
な
ど
音
節
数
が
多
く
な

る
と
万
葉
仮
名
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
万
葉
仮
名
と

の
使
い
分
け
が
存
す
る
た
め
に
､
｢
よ
り
｣

の

｢
自
｣
字
は
｢
四
国
史
｣

宣
命
で
も
多
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢
従
し
字
の
例
は
用
例
に
挙
げ
た
一
例
の
み
で
あ
る
｡
こ
の
文
徳
実

録
･
第
一
四
一
帯
は
､
其
済
大
法
師
の
上
表
文
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
て

お
り
､
全
体
的
に
漢
文
的
な
色
調
が
強
く
､
多
く
の
反
転
表
記
や
漢
文
助

字
の
見
ら
れ
る
特
殊
な
宣
命
で
あ
る
｡

【
与
】

･
又
凄
日
本
紀
所
載
乃
崇
道
天
皇
輿
贈
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
不
好
之

事
皆
悉
破
却
賜
難
(
後
紀
･
第
七
一
語
)

石
兵
璧
品
中
細
綱
月
日
与
l
彼
南
海
戦
闘
正
長
符
契
栂

(
続
後
･
第
九
〇
語
)

天
皇
朝
廷
†
与
日
月
共
ホ
常
磐
堅
磐
ホ
夜
守
日
守
ホ
護
幸
奉
給

(
三
代
･
第
一
五
九
詔
)

｢
与
｣
字
は
人
物
や
事
柄
の
並
列
を
表
す
例
の
他
は
､
い
ず
れ
も
｢
与

日
月
共
｣
｢
与
天
地
共
｣
と
い
う
表
現
の
例
で
あ
る
｡
続
紀
宣
命
で
は
反

転
表
記
さ
れ
て
い
な
い
例
が
一
例
存
し
た
が
､
｢
四
国
史
｣
宣
命
で
は
全

て
反
転
表
記
さ
れ
て
い
る
｡

【
錐
】多
入
鹿
等
申
久
雄
言
不
納
餌
諌
争
此
憩
至
(
後
紀
･
第
七
二
詔
)
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所
願
技
以
僧
正
号
将
諌
千
先
師
者
錐
-
知
師
資
其
志
既
切
而
在
於
朕

情
未
有
許
容
(
文
徳
･
第
一
四
一
詔
)

故
是
以
大
命
坐
富
久
朕
錐
拙
幼
親
王
等
平
始
氏
(
続
後
･
第
七
九
詔
)

｢
錐
｣
字
は
｢
四
国
史
｣
宣
命
に
七
例
存
す
る
が
､
万
葉
仮
名
｢
止
毛
｣

と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
日
本
後
紀
･
第
七
二
詔
と
漢
文
的
な
色
調
の
強

い
文
徳
実
録
･
第
一
四
一
詔
の
例
を
除
き
､
い
ず
れ
も
続
紀
宣
命
に
見
ら

れ
た
即
位
宣
命
の
｢
朕
錐
拙
劣
｣
と
い
う
表
現
で
の
例
で
あ
り
､
用
法
は

限
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
仮
定
条
件
の
｢
と
も
｣
の
例
は
な
い
｡

【
於
】
【
干
】

所
願
妓
以
僧
正
号
絡
許
刊
先
師
者
錐
知
師
資
其
志
既
切
而
在
於
朕

情
未
有
許
容
(
文
徳
･
第
一
四
l
詔
)

賢
臣
乃
保
佐
ホ
頼
天
得
至
於
今
日
利
(
三
代
･
第
l
一
〇
四
詔
)

自
去
年
至
干
今
月
天
野
地
{
火
不
止
(
三
代
･
第
一
五
五
詔
)

｢
に
｣
の
｢
於
｣
｢
干
｣
は
合
わ
せ
て
五
例
存
し
､
そ
の
中
三
例
が
｢
～

に
至
る
｣
と
い
う
表
現
の
例
で
あ
る
｡

ま
た
､
次
に
挙
げ
る
二
例
は
､
万
葉
仮
名
表
記
例
と
比
較
し
て
み
る
と
､

｢
ま
で
に
｣
の
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
注
一
〇
)
｡

皇
太
子
乃
成
人
平
待
賜
蛸
島
琴
刊
今
経
数
年
飯
.

(
三
代
･
第
二
〇
四
詔
)

宮
内
亡
相
仰
天
穣
事
依
有
天
干
今
延
怠
割
(
三
代
･
第
一
六
〇
詔
)

両
大
臣
乃
憩
ホ
加
志
許
粕
辞
譲
申
亡
依
天
今
琴
延
束
恥

(
三
代
･
第
二
二
〇
詔
)

A
に
含
ま
れ
る
こ
れ
ら
の
助
字
は
続
紀
宣
命
で
も
ご
く
少
数
し
か
用

い
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
､
｢
自
｣
字
を
除
き
､
｢
四
国
史
｣
宣

命
で
も
漢
文
的
な
色
調
の
強
い
宣
命
や
特
定
の
表
現
で
の
み
用
い
ら
れ

て
お
り
､
用
法
も
続
紀
宣
命
と
あ
ま
り
変
化
は
見
ら
れ
な
い
｡

B
､
反
転
表
記
さ
れ
て
い
な
い
助
字
-
而
･
者
･
之

【
而
】中
務
卿
薄
手
立
耐
皇
太
弟
止
定
賜
布
(
後
紀
･
第
七
三
詔
)

道
康
親
王
乎
立
而
皇
太
子
止
定
賜
布
(
続
後
･
第
一
〇
〓
詔
)

大
御
座
盛
事
掃
潔
侍
両
天
之
日
嗣
平
戴
荷
如
(
三
代
･
第
二
〇
五
詔
)

｢
而
｣
字
は
｢
四
国
史
｣
宣
命
で
は
用
例
が
激
減
し
て
お
り
､
助
詞
｢
て
｣

は
､
ほ
ぼ
万
葉
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
中
で

｢
而
｣
字
が
用
い
ら
れ
る
の
は
､
続
紀
宣
命
で
も
見
ら
れ
た
､
立
太
子
宣

命
で
の
｢
立
て
て
｣
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
｡

そ
の
一
方
で
､
続
紀
宣
命
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
､
｢
而
巳
｣
と
熟
し

て
｢
の
み
｣
を
表
す
例
が
一
例
用
い
ら
れ
て
い
る
(
注
〓
)
｡

朕
而
巳
‡
此
手
書
軸
卿
如
百
官
人
鋸
(
続
後
･
第
九
五
詔
)

朕
窮
肋
轟
此
手
嘉
ヰ
親
王
等
藷
王
等
緒
臣
等
百
官
人
揖

(
三
代
･
第
一
四
九
詔
)

【
者
】薬
子
看
官
解
丘
自
宮
中
退
賜
比
仲
成
者
佐
渡
国
権
守
退
止
宣

(
後
紀
･
第
七
〇
詔
)

厚
慈
手
套
萩
城
天
之
日
嗣
改
割
(
読
後
･
第
七
八
詔
)

天
之
日
嗣
乃
政
利
平
久
天
地
日
月
止
共
ホ
(
文
徳
･
第
〓
三
詔
)

8



｢
者
｣
字
も
｢
而
｣
字
と
同
様
､
｢
四
国
史
｣
宣
命
で
は
用
例
が
激
減

し
て
お
り
､
助
詞
｢
は
｣
も
､
ば
ば
万
葉
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡
ま
た
､
一
例
の
み
で
あ
る
が
続
日
本
後
紀
･
第
七
八
詔
で
は

｢
者
｣
を
万
葉
仮
名
の
よ
う
に
小
書
き
し
た
例
が
見
ら
れ
る
(
注
士
一
)
｡

ま
た
､
｢
者
｣
字
が
接
続
助
詞
｢
ば
｣
を
表
し
て
い
る
例
は
｢
四
国
史
｣

宣
命
で
は
三
例
存
す
る
｡
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
仮
定
条
件
の
例
で
あ
り
､

確
定
条
件
の
例
は
な
い
｡

有
犯
死
罪
巳
下
着
順
罪
丘
行
餌
之
節
刀
給
助
詔
(
続
後
･
第
八
一
畢

【
之
】又
中
納
言
藤
原
朝
臣
葛
野
麻
呂
ま
悪
行
之
首
藤
原
薬
子
加
地
頼
朝
中

誓
重
罪
有
軸
(
後
紀
･
第
七
二
軍

鹿
棟
兵
庫
等
上
ホ
依
有
大
鳥
之
催
天
卜
求
ホ
隣
国
乃
兵
事
之
事
可
在
止

卜
申
利
(
三
代
･
第
一
七
七
詔
)

良
佐
乃
巽
戴
ま
皇
太
子
乃
大
成
蛇
何
遠
剥
有
紳
根
念
行
事

(
三
代
･
第
二
〇
四
帯
)

*
而
更
依
人
言
氏
破
却
之
事
如
本
記
成
此
毛
亦
究
礼
剖
事
軸

(
後
紀
･
第
七
一
詔
)

｢
之
｣
字
は
｢
而
J
｢
者
｣
と
は
異
な
り
｢
四
国
史
｣
宣
命
で
も
多
く

の
用
例
が
存
す
る
｡
｢
之
｣
字
の
用
例
数
が
｢
四
国
史
｣
宣
命
､
中
で
も

三
代
実
録
宣
命
で
多
い
の
は
､
事
件
の
記
録
的
な
要
素
の
強
い
､
応
天
門

の
変
に
つ
い
て
の
宣
命
や
新
羅
海
賊
に
つ
い
て
の
一
連
の
宣
命
で
､
｢
大

鳥
之
依
｣
｢
兵
事
之
事
｣
な
ど
多
用
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
｡
ま
た
､

*
を
付
し
た
日
本
後
紀
･
第
七
〓
詔
の
よ
う
に
｢
や
ぶ
り
す
つ
る
こ
と
｣

｢
ゐ
や
な
き
こ
と
｣
な
ど
､
不
読
の
例
に
｢
之
｣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
､
他
の
助
字
に
比
べ
｢
之
｣
が
用
い
ら
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
な
お
､
｢
之
｣
字
の
例
の
ほ
と
ん
ど
が
連
体
格
の

例
で
あ
り
､
主
格
の
例
廷
二
代
実
録
･
第
二
〇
四
詔
に
一
例
存
す
る
の
み

で
あ
る
｡

ま
た
｢
之
｣
字
が
｢
が
｣
を
表
し
て
い
る
例
は
､
｢
四
国
史
｣
宣
命
で

は
三
例
存
す
る
｡
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
連
体
格
の
例
で
あ
る
｡

藤
原
基
経
朝
雪
朕
封
誉
晶
(
三
代
･
第
二
二
〇
詔
)

唯
此
太
子
一
人
乃
筈
朕
‡
子
鼓
在
(
続
紀
･
第
四
五
雷
)

C
､
そ
の
他
1
乍

【
乍
】乍
驚
間
求
机
辛
皮
之
災
及
兵
事
可
有
止
卜
申
(
読
後
･
第
九
一
軍

御
陵
内
ホ
析
樹
曾
事
在
鞘
此
千
句
間
食
恐
畏
瑠
御
陵
司
紳
法
随
ホ
勘

賜
比
(
続
後
･
第
一
〓
一
詔
)

*
乍
神
毛
間
食
天
平
久
安
久
譲
吉
助
給
(
l
ニ
代
･
〓
ハ
○
詔
)

*
去
十
八
日
不
慮
之
外
ホ
野
火
進
引
天
御
陵
辛
味
損
晰
間
食
▲
I
加
資
性
健

長
蛇
無
限
量
盲
(
三
代
･
〓
ハ
九
撃

｢
乍
｣
字
は
続
紀
官
命
で
は
反
転
表
記
せ
ず
｢
つ
つ
｣
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
た
が
､
こ
こ
で
は
*
を
付
し
た
例
か
ら
｢
な
が
ら
｣
を
表
し
て
い

る
と
見
ら
れ
る
｡
続
紀
宣
命
で
は
反
転
表
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｢
乍
｣

字
が
､
｢
四
国
史
｣
宣
命
で
は
七
例
が
全
て
が
反
転
表
記
さ
れ
て
い
る
の

も
､
表
し
て
い
る
助
詞
が
､
続
紀
宣
命
で
は
｢
つ
つ
｣
､
｢
四
国
史
｣
宣
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命
で
は
｢
な
が
ら
｣
と
異
な
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
な
お
､
｢
な

が
ら
｣
が
動
詞
の
下
に
付
ぐ
例
は
､
続
紀
宣
命
に
も
見
ら
れ
､
｢
乍
｣
字

を
｢
な
が
ら
｣
を
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
間
麿
は
な
い

と
思
わ
れ
る
｡

詔
命
者
受
賜
止
白
暮
嚢
-
比
重
位
ホ
継
坐
事
(
第
三
詔
)

障
事
無
久
奈
佐
牟
止
勅
賜
蝕
‡
成
抽
札
(
第
一
五
詔
)

こ
の
よ
う
に
､
｢
四
国
史
｣
宣
命
で
は
､
用
い
ら
れ
る
助
字
が
一
〇
種

類
に
減
少
し
た
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
ら
は
全
て
続
紀
宣
命
で
も
用
い
ら
れ

て
い
た
助
字
で
あ
り
､
｢
四
国
史
｣
宣
命
で
新
た
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
助
字
の
例
は
な
い
(
注
〓
ニ
)
｡
ま
た
､
漢
文
助
字
の
例
は
｢
之
｣

｢
自
｣
を
除
き
､
ほ
ぼ
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
､
中
に
は
｢
自
｣

字
の
よ
う
に
本
来
す
る
は
ず
の
反
転
表
記
が
な
さ
れ
て
い
な
い
例
や
､

｢
者
｣
字
の
よ
う
に
小
書
き
さ
れ
る
例
も
み
ら
れ
た
｡
全
体
と
し
て
は
､

｢
四
国
史
｣
宣
命
で
は
､
助
詞
の
類
は
万
葉
仮
名
で
表
記
す
る
と
い
う
傾

向
が
､
続
紀
宣
命
よ
り
強
く
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
｡

五
､
ま
と
め

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
､

｢
漢
文
助
字
表
記
例
は
｢
四
国
史
｣
宣
命
に
比
べ
続
紀
宣
命
に
多
く
存

し
､
初
期
の
宣
命
ほ
ど
助
字
の
用
い
ら
れ
る
割
合
が
高
い
｡
し
か
し
､

そ
の
続
紀
宣
命
の
中
で
も
②
区
分
の
淳
仁
･
称
徳
期
の
宣
命
で
は
助
字

表
記
例
は
極
端
に
少
な
い
｡

二
､
漢
文
助
字
の
中
で
も
｢
而
｣

｢
者
｣
｢
之
｣
な
ど
も
と
も
と
反
転
表

記
さ
れ
な
い
助
字
は
､
用
例
数
も
か
な
り
多
く
､
用
法
の
面
で
も
万
葉

仮
名
と
ほ
ぼ
同
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
一
方
｢
錐
｣
｢
与
｣
な
ど
の

反
転
表
記
さ
れ
る
助
字
は
用
例
数
も
少
な
く
､
あ
る
特
定
の
宣
命
や
特

定
の
表
現
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
｡

三
､
｢
四
国
史
｣
宣
命
で
は
､
新
た
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
助
字
の

例
は
な
く
､
｢
而
｣
｢
者
｣
を
初
め
多
く
の
漢
文
助
字
が
用
例
数
を
減

少
さ
せ
て
お
り
､
ほ
ぼ
助
詞
の
類
は
万
葉
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
｡
そ
の
中
で
連
体
の
関
係
を
示
す
｢
之
｣
字
と
､
万
葉
仮
名
と
の

使
い
分
け
の
見
ら
れ
る
｢
自
｣
字
の
み
が
用
例
数
を
増
加
さ
せ
て
い
る
｡

主
上
し
て
日
本
語
の
語
順
に
従
い
､
付
属
語
の
類
は
小
書
き
さ
れ
る
宣

命
小
書
体
に
お
い
て
も
､
初
期
の
宣
命
で
は
漢
文
助
字
の
使
用
も
多
く
見

ら
れ
た
｡
そ
れ
が
｢
四
国
史
｣
宣
命
に
至
り
万
葉
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
助

詞
の
割
合
が
増
加
す
る
の
に
伴
い
､
用
例
数
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
点
で

は
､
漢
文
助
字
も
助
詞
の
読
添
え
例
と
同
様
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
る
と

言
え
よ
う
｡

注

一
六
国
史
の
中
か
ら
『
日
本
書
紀
』
を
除
い
た
『
縁
日
本
紀
』
以
下
の
五
つ

の
国
史
を
｢
五
国
史
｣
と
称
し
､
さ
ら
に
『
続
日
本
紀
』
を
除
い
た
『
日

本
後
紀
』
以
下
の
四
つ
の
国
史
を
r
四
国
史
｣
と
称
す
る
こ
と
が
あ
り
､

小
塙
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
国
史
の
総
称
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
｡
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二

拙
稿
｢
宣
命
の
｢
を
｣
格
表
示
｣
(
『
待
兼
山
論
叢
』
夢
ニ
○
号
､
文
学

編
､
平
八
･
〓
一
)
､
拙
稿
｢
宣
命
の
助
詞
表
示
｣

(
大
阪
大
学
『
語
文
』

第
六
八
輯
､
平
九
･
五
)

三

白
藤
穏
幸
氏
r
古
代
の
文
法
I
｣
(
『
誅
座
国
語
史
第
四
巻
文
法
史
』

第
二
章
､
昭
五
七
､
大
修
館
書
店
)
､
峰
岸
明
氏
｢
古
代
日
本
語
文
章
表

記
に
お
け
る
倒
置
記
法
の
諸
相
｣
(
『
国
語
論
究
二
』
､
平
二
､
明
治
書

院)

四

長
尾
勇
氏
｢
『
統
紀
宣
命
』
に
つ
い
て
の
研
究
-
か
な
の
用
字
法
を
中
心

と
し
て
-
｣
(
『
日
本
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
一
､
昭
二
六
)
､
小
谷

博
泰
氏
『
木
簡
と
宣
命
の
国
語
学
的
研
究
』
(
昭
五
二
､
和
泉
書
院
)
な

ど｡

五

こ
の
淳
仁
･
称
徳
期
の
宣
命
の
範
囲
に
つ
い
て
は
､
孝
謙
天
皇
の
時
期
の

も
の
ま
で
を
含
め
て
考
え
る
説
も
あ
る
が
､
小
塙
に
お
い
て
は
､
沖
森
卓

也
氏
が
｢
続
日
本
紀
宣
命
の
表
記
と
文
体
-
称
徳
期
に
つ
い
て
ー
｣

(松

村
明
教
授
還
暦
記
念
『
国
語
学
と
国
語
史
』
昭
五
二
､
明
治
書
院
)

で示

さ
れ
た
区
分
に
依
る
こ
と
と
す
る
｡

六

時
開
･
場
所
の
起
点
を
示
す
助
詞
の
万
葉
仮
名
表
記
例
に
は
､
｢
ゆ
り
L

｢
よ
り
｣
の
他
｢
ゆ
｣
の
例
も
三
例
存
す
る
｡
し
か
し
､
｢
ゆ
j

の
例
は

全
て
｢
高
天
原
島
天
降
坐
悪
天
皇
御
世
平
始
而
(
第
四
詔
)
｣
と
い
う
表
現
で

の
例
で
あ
り
､
｢
自
｣
｢
従
｣
の
例
の
中
に
は
助
詞
｢
ゆ
｣
を
表
記
し
た

も
の
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

七

｢
莫
｣
字
に
は
､
副
詞
の
｢
な
｣
や
形
容
詞
｢
な
し
｣
の
例
も
､
一
例
ず

つ
存
す
る
｡

今
後
前
然
美
為
上
宣
(
第
一
八
詔
)

人
事
伊
佐
奈
比
錯
隼
矧
(
第
三
〓
聖

八

峰
岸
氏
注
三
論
文
｡

九

注
六
参
照
｡

一〇

｢
干
｣
字
は
｢
ま
で
｣
を
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
存
す
る
｡

r
ま
で
｣
と
｢
ま
で
に
｣
は
､
奈
良
時
代
に
は
｢
ま
で
に
｣

の
方
が
多
用

さ
れ
て
い
た
が
､
平
安
時
代
に
入
る
と
､
和
文
で
は
そ
の
勢
力
が
逆
転
し

｢
ま
で
｣
が
ほ
ぼ
専
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
(
桜
井
定
夫
氏
r
｢
ま
で
｣

r
ま
で
に
｣
考
｣
､
『
文
学
論
轟
』
第
六
号
､
昭
三
二
･
二
)
｡
し
か
し
､

平
安
初
期
の
訓
点
資
料
で
は
未
だ
r
ま
で
に
｣
の
方
が
優
勢
と
な
っ
て
い

､
る
(
小
林
芳
規
氏
r
古
代
の
文
法
Ⅱ
｣
『
許
座
国
語
史
第
四
巻
文
法
史
』

第
三
章
､
昭
五
七
､
大
修
館
書
店
)
｡

｢
四
国
史
｣
宣
命
の
場
合
､
万
葉
仮
名
表
記
例
は
､
｢
ま
で
｣
九
例
に
対

し
｢
ま
で
に
｣
は
一
二
例
で
あ
り
､
r
干
｣
字
が
ど
ち
ら
を
表
記
し
た
も

の
で
あ
る
か
を
判
断
す
各
の
は
難
し
い
が
､
r
ま
で
｣
の
例
は
全
て
｢
～

に
至
る
ま
で
｣
と
い
う
表
現
の
例
で
あ
る
た
め
､
､
｢
干
今
｣
の
｢
干
し
字

は
｢
ま
で
に
｣
を
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

〓

こ
れ
ら
の
他
､
｢
錐
1
而
｣
と
い
う
用
例
が
一
例
存
す
る
が
､
こ
の
場
合

は
｢
而
｣
字
は
不
読
で
あ
る
た
め
用
例
故
に
入
れ
て
い
な
い
｡

錐
知
師
資
其
志
既
切
而
在
於
朕
情
未
有
許
容
(
文
徳
･
第
一
四
一
詔
)

一二
r
者
｣
字
を
万
葉
仮
名
の
よ
う
に
小
書
き
す
る
例
は
､
こ
の
例
の
他
『
朝

野
群
載
』
の
宣
命
例
文
や
､
公
卿
日
記
の
中
に
収
め
ら
れ
た
宣
命
な
ど
に

も
見
ら
れ
る
｡
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〓ニ

｢
四
国
史
｣
宣
命
で
新
た
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
助
字
に
は
r
臭
J

辛
が
あ
る
｡
し
か
し
｢
朝
夕
煩
憶
念
u
炸
久
封
J
産
後
･
第
七
六
詔
)
と

｢
美
｣
字
は
不
読
で
あ
る
た
め
用
例
に
は
含
ん
で
い
な
い
｡

二
ア
キ
ス
ト
に
は
､
続
日
本
紀
宣
命
は
北
川
和
秀
氏
編
『
続
日
本
紀
宣
命

校

本
･
総
索
引
』
(
昭
五
七
､
吉
川
弘
文
館
)
を
用
い
､
訓
読
は
北
川
氏
の
訓
読
文

を
参
考
に
し
つ
つ
私
に
行
っ
た
｡
｢
四
国
史
J
宣
命
は
『
購
相
国
史
大
系
』
を
用

い
､
私
に
訓
読
を
行
っ
た
｡
な
お
､
｢
四
国
史
J
宣
命
の
詔
書
号
は
､
馬
場
治
氏

r
五
国
史
所
載
宣
命
の
国
語
史
的
研
究
｣

(

｢
言
-
○
巴
一
一
号
､
平
五
･
二
)

に
よ
っ
て
い
る
｡

【
付
表
】

8

而 者 之 耶 耳

l:B 朋 ㊥ 4 2

2 6 6 0 0

4 4 劫 0 0

ロ 2 10 0 0

4 2 131 0 0

1朝 102 刀6 4 2

133 88 ∞ 4 2

114 61 32 4

0 l 7 0 0

19 26 0 2

A

自 従 与 娃 於 干 美

鱒 9 ロ 5 5 3 2 ロ
後紀 4 0 ロ ロ 0 0 0

絞後 10 0 5 ロ ○ 0 0

文徳 0 ロ 口 2 ロ ロ 0

三代 26 0 5 3 ロ 4 0

合計 49 ■2 17 12 5 7 ロ

綬妃 9 ロ 5 5 3 2 ロ
①区分 4 5 3 3 ロ
②区分 2 巴 0 l l
③区分 3 0 2 0

〔
大
阪
大
学
大
学
院
生
･
一
九
九
三
年
三
月
卒
業
〕
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